
 
 

総務委員会資料 

 

 

２ 所管事務の調査（報告） 

(2) 職員の段階的な定年引上げ及び主要出資法人等への 

再就職指針の見直しに伴う影響額の試算について 

 

 

資料 職員の段階的な定年引上げ及び主要出資法人等への再就

職指針の見直しに伴う影響額の試算について 

 

参考資料  定年引上げの影響に伴う「川崎市を退職した職員

の主要出資法人等への再就職等に関する指針」の

見直しについて 

 

 

総務企画局 

令和５年１１月２１日 
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【主要出資法人等における令和６年度に報酬額を見直す可能性のある法人】                             

法人名 
見直し 
対象 

対象 
人数
（人） 

引上げ 
総額 

（千円） 

補助金等 
影響人数 

（人） 

補助金等影響額 

小計 
（千円） 

合計 
（千円） 

（公財）川崎市文化財団 役員 - - - - 
6,606 

 職員 11 6,606 11 6,606 

（公財）川崎市国際交流協会 役員 1 1,632 1 1,632 
3,552 

 職員 2 1,920 2 1,920 

（公財）川崎市スポーツ協会 役員 1 822 1 822 
2,156 

 職員 1 1,334 1 1,334 

川崎冷蔵（株） 役員 1 1,420 0 0 
0 

 職員 - - - - 

（公財）川崎市産業振興財団 役員 2 4,008 2 4,008 
12,724 

 職員 6 12,276 3 8,716 

川崎市信用保証協会 役員 2 1,072 0 0 
0 

 職員 - - - - 

（公財）川崎・横浜公害保健センター 役員 - - - - 
2,040 

 職員 1 2,040 1 2,040 

（公財）川崎市公園緑地協会 役員 - - - - 
2,928 

 職員 2 5,424 2 2,928 

（公財）川崎市消防防災指導公社 役員 - - - - 
3,048 

 職員 4 3,048 4 3,048 

（公財）川崎市学校給食会 役員 2 1,040 2 1,040 
1,040 

 職員 - - - - 

（公財）川崎市生涯学習財団 役員 1 542 1 542 
5,810 

 職員 4 6,003 4 5,268 

 役員 10 10,536 7 8,044 
39,904 

合計 職員 31 38,651 28 31,860 

 計 41 49,187 35   

 

職員の段階的な定年引上げ及び主要出資法人等への再就職指針の見直しに伴う影響額の試算について 

令和５年度から職員の定年が段階的に引き上がることに伴い本市に引き続き勤務する６０歳を超える職員が増加していくことや、主要出資法人等への再就職に関する報酬額の見直し等、定年引上げによる影響額を試算したもの。 

１ 段階的な定年引上げ及び再就職指針の見直しに伴う影響額の試算                                                  

少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する一方で、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観

点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、経験などを継承していくこと

が必要であるため、国家公務員と同様に、地方公務員法の一部改正及び本市関連条例の改正（令和４年

第４回川崎市議会定例会）により、令和５年度から定年を６０歳から６５歳まで段階的に引き上げることと

した。また、定年の段階的な引上げ（以下「定年引上げ」という。）に伴い、主要出資法人等へ再就職する職員

の報酬限度額等を定めた「川崎市を退職した職員の主要出資法人等への再就職等に関する指針」（以下「指

針」という。）の見直しを行ったことから、定年引上げ及び指針見直しに伴う影響額を試算し、報告するもの。 

 

○ 従前６０歳の職員の定年について、令和 5 年度から２年に１歳ずつ段階的に引上げ、令和１３年度以

降は６５歳となる。 
 

年 度 
R5 

(2023) 
R6 

(2024) 
R7 

(2025) 
R8 

(2026) 
R9 

(2027) 
R10 

(2028) 
R11 

(2029) 
R12 

(2030) 
R13 

(2031) 
R14 

(2032) 

定 年 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

 ※ 定年の段階的な引上げにより、2 年に 1 度、原則として定年退職者が生じない年度がある。 

○ 従前の定年が６５歳の職員（医師・歯科医師等）の定年は、令和５年度以降も引き続き６５歳とする。 

 

(1) 定年の引き上げ 

  

○ 組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するため、管理監督職に就く職員を、原則、６０歳に達した日

後の最初の４月１日までに管理監督職以外の職に降任する管理監督職勤務上限年齢制（いわゆる「役職

定年制」）を導入  ※ 現行で定年を６５歳とする医師・歯科医師等については本制度の適用を除外 
 

 (2) 管理監督職勤務上限年齢制 

 

○ 当分の間、職員の給料月額は、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後、原則 「７割水準」とする。 
○ 給料月額の水準と関係する手当等も同様に「7 割水準」とする。 
○ 退職手当については、当分の間、60 歳に達した日以後、引き上げられた定年退職日以前に退職した場合

であっても、「定年退職」の支給率により算定する。 

(3) 給与・退職手当の取扱い 

３ 川崎市を退職した職員の主要出資法人等への再就職等に関する指針の見直し                                                   

 
 
指針の見直しについて、令和５年６月１日（木）に総務委員会に報告（参考資料参照） 

（１）指針の見直し 

 

○ 定年年齢の引上げ期間中は、２年に１度定年退職者が生じないこととなり、欠員に応じた採用を行うとす
ると、採用者数が隔年で大幅に変動するため、年齢構成に歪みが生じるとともに採用活動への影響が懸念
されることから、行政サービスの質を確保するため、原則２年間毎に新規採用者数を平準化する。なお、少数
職種等の２年毎の平準化では対応が困難な職種については、職種に応じた対応を図る。 

（4）定年引上げに伴う採用等の考え方  

 （参考資料７ページ）段階的引上げ期間中の定年年度と対象職員」参照 

 
 
〇 令和５年１１月現在、主要出資法人等（※）２３法人中１１法人が、職員の定年引上げに伴い、令和６年度

の再就職職員に対する報酬額を見直す可能性がある。 

（※）主要出資法人等・・出資（捐）率２５％以上の法人、（公財）かわさき市民活動センター及び川崎市信用保証協会 

（２）令和６年度に報酬額を見直す可能性のある法人 

２ 段階的な定年引上げ                                                  

※主要出資法人等の６５歳到達となる市退職職員の次年度求人がある等の条件のもと、見直した報酬額を試算 
※実際の報酬額改定は、各法人が「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針」を踏まえて行い、事前に本市法人所管
局に協議を行う。 2
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◆影響額試算（令和４年度比） 全任命ベース 

 R5 
(2023) 

R6 
(2024) 

R7 
(2025) 

R8 
(2026) 

R9 
(2027) 

R10 
(2028) 

R11 
(2029) 

R12 
(2030) 

R13 
(2031) 

R14 
(2032) 

R15 
(2033) 

R5~R15 

①新規採用

との差額 

0.0 

(0.0) 

＋7.1 

(+1.0) 

＋7.0 

(+0.6) 

＋13.4 

(+1.0) 

＋12.5 

(+1.0) 

＋19.3 

(+1.7) 

＋20.1 

(+1.7) 

＋26.1 

(+2.2) 

＋26.0 

(+2.1) 

＋32.3 

(+2.8) 

＋32.4 

(+2.5) 

＋196.2 

(+16.6) 

②過員(採

用平準化) 

0.0 

(0.0) 

＋3.2 

(+0.7) 

0.0 

(0.0) 

＋3.4 

(+0.5) 

0.0 

(0.0) 

＋2.8 

(+0.7) 

0.0 

(0.0) 

＋2.1 

(+0.1) 

0.0 

(0.0) 

＋3.8 

(+0.5) 

0.0 

(0.0) 

＋15.3 

(+2.5) 

③退職手当 
▲58.2 

(▲8.3) 

＋5.3 

(+2.3) 

▲52.6 

(▲6.0) 

▲0.9 

(+0.2) 

▲53.4 

(▲5.7) 

＋5.0 

(▲0.6) 

▲50.7 

(▲4.5) 

▲4.9 

(▲0.1) 

▲46.1 

(▲5.4) 

＋11.3 

(+2.1) 

＋10.4 

(▲1.3) 

▲234.8 

(▲27.3) 

給与等 

影響額 

▲58.2 

(▲8.3) 

＋15.6 

(+4.0) 

▲45.6 

(▲5.4) 

＋15.9 

(+1.7) 

▲40.9 

(▲4.7) 

＋27.1 

(+1.8) 

▲30.6 

(▲2.8) 

＋23.3 

(+2.2) 

▲20.1 

(▲3.3) 

＋47.4 

(+5.4) 

＋42.8 

(+1.2) 

▲23.3 

(▲8.2) 

④報酬額見

直し 
0.0 ＋0.5 ＋1.5 ＋1.8 ＋1.9 ＋2.0 ＋2.0 ＋2.0 ＋2.0 ＋2.0 ＋2.0 ＋17.7 

影響額合計 
▲58.2 

(▲8.3) 

＋16.1 

(+4.5) 

▲44.1 

(▲3.9) 

＋17.7 

(+3.5) 

▲39.0 

(▲2.8) 

＋29.1 

(+3.8) 

▲28.6 

(▲0.8) 

＋25.3 

(+4.2) 

▲18.1 

(▲1.3) 

＋49.4 

(+7.4) 

＋44.8 

(+3.2) 

▲5.6 

(+9.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月 職員の段階的な定年引上げ及び主要出資法人等への再就職見直しに伴う影響額
について、総務委員会へ報告 

令和６年 ２月 
～令和６年 ３月 

令和６年第１回川崎市議会定例会 

令和６年 ４月 定年が引き上げられた職員（６１歳）が引続き勤務又は出資法人等への再就職等 

５ スケジュール                                                   

※ 下段カッコ内の数字は、前回試算額（令和４年第４回川崎市議会定例会議案第 84～87・90・121 号関係資料）との比較 
※ 60 歳超の職員と新規採用職員との給与等の差額は、１人当たり 2,450 千円／年で試算 
※ 採用平準化による過員分の影響額は、１人当たり 4,990 千円／年で試算 
※ 制度完成は令和１３年度であるが、過員等の解消が見込まれる令和１５年度まで試算を行った。 
※ ④報酬額見直しは、３（２）の数値に社会保険料を加算した金額を影響額とした。令和７年度以降の数値は、求人見込み 

として想定される最大値、令和１０年以降の数値は制度完成した際に想定される最大値を影響額として試算を行った。 

（単位:億円） 

４ 定年引上げに関する影響額（見込み）                                                   

 

○ これまで 60 歳で定年退職していた職員分を新規採用者等で補充していたが、60 歳超の職員が引き続き

在職する令和６年度から、新規採用職員の給与水準の差に相当する給与（①）が支出増となる。 

○ また、定年年齢の引上げ期間中は、原則２年間毎に新規採用を平準化して実施するため、２年に１度定

年退職者が生じない年は、過員となる職員の給与（②）が支出増となる。 

 (1) 退職手当を除く給与費 

 

○ 一方、定年年齢の引き上げ期間中は、２年に１度定年退職者が生じないため、退職手当の支出が段階

的に繰り延べ（③）られ支出減となる。 

 (2) 退職手当 

 

○ ３（２）の見直しに伴い、主要出資法人等への補助金等の支出（④）が増加する。 

 (3) 主要出資法人等への再就職に関する報酬額見直し（補助金等） 
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